
住民生活課
美郷町役場
税務課 出納室

六郷・仙南
出張所利用できる窓口

住民異動などが多くなる3月下旬から4月上旬は
窓口業務時間を延長します

延長期間●3月24日㈭～4月5日㈫　延長時間●午後5時15分～午後7時
延 長 期 間 中 に 利 用 できる窓 口

住民生活課
●住民異動受付（転入、転出、転居など）
●証明書の発行（住民票、戸籍関係、印鑑証明）
●戸籍届出の受領　　　  ●印鑑登録
●国民年金資格異動受付 
●埋火葬に関する手続き

出納室（水曜日のみ）
●町税、保険料の収納
●使用料、負担金などの収納

●戸籍関係証明書（戸籍謄本など）
●課税（非課税）証明書
●軽自動車税（種別割）納税証明書（車検用）
 

●合併証明書
●身分証明書

●住民票
●所得証明書
●資産証明書

●印鑑登録証明書
●納税証明書

窓口業務時間
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証明書の発行

●死亡届・死産届の受領　 ●各課への文書の取り次ぎ　 ●埋火葬に関する手続き
※転入、転出、転居などの住民異動は、これまでどおり町住民生活課へ届け出ください。

届出の受付など

●町税、保険料の収納 　　●使用料、負担金などの収納

町税などの収納

○業務日  ◎時間を延長する日 日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日

美郷町役場
☎0187（84）1111

六郷出張所
☎0187（84）4040

仙南出張所
☎0187（84）4915

※町税などの納付には、口座振替やコンビニエンスストア収納もご利用ください。
※出納室は水曜日のみ延長、教育推進課の窓口延長は中止となりましたので、お間違いのないようお願いします。

毎週水曜日は美郷町役場・各出張所ともに午後7時まで利用できます

各種証明書の発行 〇 〇 〇
〇

※死亡届の受領等

〇

〇

〇 〇

届出の受付など

町税などの収納

　各出張所は、日・月曜日、祝日が
休業日です。また、学友館と公民館
の休館日も休業となります。詳しく
は、巻末の「町のカレンダー」をご覧
ください。

8：30～17：15

17：15～19：00

8：30～17：15

17：15～19：00

取扱
業務
内容

３　月 4　月

美郷町役場
（出納室は水曜日
のみ延長）

六郷・仙南
出張所

福祉保健課
●国民健康保険資格異動受付
●後期高齢者医療資格異動受付
●福祉医療費受給申請受付
●児童手当受給申請受付

税務課
●各種証明書の発行（所得証明など）
●納税相談
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令和5年４月以降に採用予定の
美郷町職員採用試験を実施します

09 MISATO TOWN PUBLIC RELATIONS 2022.3

申・問●町総務課　総務班　☎0187（84）1111

■受験案内および申込用紙の配布方法について
・町ホームページからダウンロード
　４月中旬に受験案内と申込用紙を町ホームページに掲
　載します。
・郵便による請求
　封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、
　１４０円分の切手を貼った返信先明記の封筒（角形２号）と
　希望する試験区分を記したメモを同封のうえ、郵送して
　ください。
■受付期間について
　４月２０日㈬～５月１3日㈮

■申込手続きについて
・郵送の場合
　５月１3日㈮までに到着したものに限り受け付けします。
・持参する場合
　美郷町役場１階にある町総務課へ、平日の午前８時３０
　分から午後５時までの間にお持ちください。
■欠格事項について
・日本の国籍を有しない方
・地方公務員法第１６条の規定により地方公務員となるこ
　とができない方

■申込手続きについて
・郵送の場合
　５月１3日㈮までに到着したものに限り受け付けします。
・持参する場合
　美郷町役場１階にある町総務課へ、平日の午前８時３０
　分から午後５時までの間にお持ちください。
■欠格事項について
・日本の国籍を有しない方
・地方公務員法第１６条の規定により地方公務員となるこ
　とができない方

日　　時 6月3日㈮から6月22日㈬までの間で、受験者が選択する日時

区　　分 すべての試験区分

会　　場
受験者が選択する全国のテストセンター
※令和4年2月現在、秋田県内では秋田市、大仙市、湯沢市、大館市、北秋田市にテストセンターがあります。

受験方法
受験申込票に記載のメールアドレスに、テストセンター会場を予約するための案内をお送りします。その後、
受験用ＩＤおよびパスワードを使用して会場の予約を行い、予約した日時に受験してください。

■第１次試験について

採用予定
人員試験区分 職務内容受験資格

次のいずれかを満たす方
①平成５年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた方
②平成１３年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒業また
　は令和５年３月までに卒業見込みの方

一般行政職
（大学卒業程度） 一般行政事務若干名

昭和６３年４月２日以降に生まれた方で、保健師免許を有す
るか、令和５年３月までに取得予定の方

保健師
（短大卒業程度）

予防衛生・保健指導業務
または一般行政事務若干名

昭和６３年４月２日以降に生まれた方で、幼稚園教諭普通免
許（二種以上）および保育士証を有するか、令和５年３月ま
でに取得予定の方

幼稚園教諭・保育士
（短大卒業程度）

保育業務
または一般行政事務若干名

■試験区分などについて

第１次試験は公務員試験対策不要の教養試験を行います

試験は全国のテストセンターで行います

採用試験に関する詳細は下記のとおりです

指定する期間のうち、都合の良い日時・会場を予約して受験できるため、
県外にお住まいの方でも受験しやすい試験となりました。

これにより、民間企業を志望の方でも受験しやすくなりました。
令和３年度より
職員採用試験の
実施方法を
変更しています


